
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 都市づくりと連携した景観施策の展開 

第２ 公共施設の整備による都市空間の質の向上 
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公共施設の整備による都市空間の質の向上 

① 概要 

・良好な景観を備えた公共施設は、人々に快適さや潤いをもたらすとともに都市に風格を

与える良質な社会資本 

・公共施設については、機能性や安全性の確保を前提とし、景観形成における役割を積極

的に評価し、地域の良好な景観の形成に資するよう、整備及び管理することが重要 

・都が施行する公共事業では、景観や環境への配慮を更に進め、地域のまちづくりや観光

施策との連携、管理者の異なる公共施設相互の事業調整などを強化する中で、民有地を

含めた都市空間全体の質の向上に取り組んでいく 

② 公共事業を通じた景観形成 

・平成 10年 2月 景観審議会に対し、「公共事業の景観づくり指針」について諮問 

・平成 11年 3月 景観審議会から「公共事業の景観づくり指針」について答申※1 

・平成 11年 4月 都、国、区市町村及び公共的団体が施行する土木・建築に関する事業に

おいて、景観的な配慮について定めている答申を受け、 

手引としての「公共事業の景観づくり指針※2」を策定 

・平成 18年 東京都景観条例（以下、「条例」という）施行以降、条例第 16条第 1項に規

定する「公共事業景観形成指針」を「公共事業景観づくり指針」として運用 

（条例附則第 3項） 

・公共事業の施行者は、公共事業景観形成指針に適合するよう努めなければならない。 

 （条例第 17条） 

＜景観に配慮した公共事業の事例＞ 

１ 東京都市計画事業白鬚西地区第二種市街地再開発事業 

出典：白鬚西地区市街地再開発事業誌 

１ 白鬚西地区市街地再開発事業の概要 

・新潟地震（S39.6）を契機として、江東地域の震災対策、

生活環境の改善及び経済基盤の強化を図ることを目標

とした防災都市づくり計画「江東再開発基本構想」を

策定 

・白鬚西地区は上記構想において、防災拠点の１つとし

て位置付けられ、東京都施行の第二種市街地再開発事

業により施行面積 48.8ｈａを対象に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白鬚西地区総合計画図 
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２ 景観への配慮 

① 公園 

・スーパー堤防事業の採用による河川との一体整備 

・緑道、植栽帯の充実 

・景観に配慮した公園施設の整備（便所、園路灯） 

② 道路 

・歩道のカラー舗装 

・植栽帯の充実 

・架空線の地中化 

・歴史の伝承（児童が描いた絵タイルの採用） 

・サイン計画 

③ 橋梁 

・周辺のまちなみと調和した形式の選定（「橋梁形式選定委員会」での検討） 

・ランドマークとなる橋の選定（瑞光橋） 

３ 事例 

公園の名称 

（都市計画公園の名称） 
都立汐入公園（白鬚西公園） 

規模 約 12.9ha 

○概要 

・災害時には周辺からの避難民約 12万人の避難場

所として計画 

・平常時は、テニスコートなどのスポーツ施設や

バーベキュー広場の整備により、都民の憩いの

場となる広域レクリエーション機能をもつ公園

として整備 

・スーパー堤防の導入により、河川と一体となっ

た親水性の高い公園 

 
 
街路の名称 
（区画街路の名称） 

けやき通り（荒川区画街路 5号線） 

規模 幅員：20m，延長 680m，面積 13,840㎡ 

○概要 

・まちなみの景観と、避難路として安全面に配慮し、

地区内の電柱・電線を地中化 

・地域住民が選んだ街路樹を植樹 

 

 

 

 

 

白鬚西公園 

けやき通り 
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橋りょう名称 瑞光橋（補助第 109号線入江部橋りょう） 

規模 

形式：PC3径間連続ラーメン箱型橋りょう 

橋長：95m，中央径間：41m，側径間：上流側 26m  下流側 28m 

幅員：20m，工期：H7～H12年度 

○概要 

・瑞光橋公園に、歴史的に貴重な汐入入江を残すため、橋りょうは入江を跨ぐ構造と

した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２ 東京都営住宅 

１ 東京都営住宅建替事業の概要 

・老朽化した都営住宅を対象とした、防災性及び居住性を高めるための建替事業 

・住宅の不燃化、敷地の高度利用によるオープン・スペースの創出、団地建設に伴う関

連公共施設等の整備などを行う 

２ 都営住宅建替事業の事例 

名称 都営多摩ニュータウン永山団地（仮称） 

予定地 多摩市永山三丁目 12番 1号 

完成時期 平成 31年度（予定） 

用途 共同住宅・福祉施設 敷地面積 約 1万 3千㎡ 

高さ 約 21ｍ 延べ面積 約 1万㎡ 

景観に配慮した主な事項 

○高さ 

・丘陵地の山並みから著しく突出する高さを避け、周辺の建物とのスカイラインの調
和を図る 

○色彩 

・アースカラーをベースに、高層部はスカイラインに配慮した明るめの色、低層部は

緑との調和を考え落ち着いた色とすることで周辺の景観との調和を図る 

 

瑞光橋と区立瑞光橋公園 

瑞光橋と区立瑞光橋公園 

汐入入江 
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＜公共事業を通じた景観形成に係る今後の取組＞ 

○「（仮称）公共施設等のライトアップ基本方針」（素案）を踏まえ、「公共事業の景観形成
指針」に照明に関する事項を追加する。 

○都の理念を継承するため、管内区市町村に対し、当該指針の周知 

  

（完成イメージ） 
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※1 「公共事業の景観づくり指針」について答申 
（H11.3.16東京都景観審議会） 
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※2 「公共事業の景観づくり指針」 
（H11.4.22策定） 
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